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2 計画策定の経過

西東京市環境審議会委員名簿
　（任期：平成24年７月１日～平成26年６月30日）

1

氏　名

井　野　文　隆
田　辺　まさ子
宮加谷　亮　子
渡　部　國　夫
伊　藤　理　香
齋　藤　　　茂
勝　村　　　勲
二　宮　正　士
加　納　裕　二
清　水　一　臣

選出区分 備　考

公募市民
公募市民
公募市民
公募市民
事業者
事業者
学識経験者
学識経験者
関係行政機関
関係行政機関

※順番は選出区分ごとの五十音順

副会長

会長

平成24年度 ７月13日 ○ 委嘱式
○ 諮問
○ 第１回西東京市環境審議会
 ・会長・副会長の選出
 ・会議の運営について

８月７日 ○ 第２回西東京市環境審議会
 ・基本計画策定に係る基本方針の検討について
 ・市民意識調査の設問及び選択肢について
 ・その他の市民参加手法について

11月20日 ○ 第４回西東京市環境審議会
 ・環境に関する課題と施策案について
 ・新たな環境基本計画の将来像について
 ・新たな環境基本計画の重点プロジェクトのテーマについて

１月29日 ○ 第５回西東京市環境審議会
 ・新たな環境基本計画骨子案について
 ・新たな環境基本計画の将来像について
 ・新たな環境基本計画の重点プロジェクトのテーマについて

10月23日 ○ 第３回西東京市環境審議会
 ・西東京市の環境の課題について
 ・新たな環境基本計画の将来像について

９月28日～
　　10月17日

○ 市民意識調査

10月15日～
 　11月８日

○ 環境に関する意見募集
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2 計画策定の経過

平成24年度

平成25年度 ４月２日 ○ 第１回西東京市環境審議会
 ・新たな環境基本計画の骨子案について
 ・新たな環境基本計画の将来像について
 ・新たな環境基本計画の推進体制・進行管理について

５月24日 ○ 第２回西東京市環境審議会
 ・新たな環境基本計画の推進体制・進行管理について
 ・新たな環境基本計画の指標及び目標について

７月23日 ○ 第３回西東京市環境審議会
 ・第３章　西東京市の現状と課題
 ・第５章　将来像を実現するための取り組み

８月29日 ○ 第４回西東京市環境審議会
 ・（仮称）西東京市第２次環境基本計画の素案

10月29日 ○ 第５回西東京市環境審議会
 ・（仮称）西東京市第２次環境基本計画の素案について
 ・（仮称）西東京市第２次環境基本計画に係る市民説明会及び
 　パブリックコメントの実施について

１月27日 ○ 第６回西東京市環境審議会
 ・パブリックコメントについて
 ・西東京市第２次環境基本計画の確認
 ・西東京市第２次環境基本計画（答申）について

２月17日 ○ 答申

11月３日
11月９日

○ 市民説明会

11月26日～
  12月26日

○ パブリックコメント

２月19日 ○ 第６回西東京市環境審議会
 ・新たな環境基本計画骨子案について
 ・新たな環境基本計画の基本方針、取り組みの方向について

項　目

市民意識調査

実施時期等 内　容

平成24年９月28日～10月17日 対象者： 西東京市在住の18歳以上の
 3,500人の市民を無作為抽出
回答数（回答率）：1,305（37.3％）

パブリックコメント 平成25年11月26日～12月26日 意見数：０件

意見数：16件環境に関する意見募集 平成24年10月15日～11月８日

市民説明会 平成25年11月３日 場所：エコプラザ西東京
意見数：６件

平成25年11月９日 場所:西東京いこいの森公園
意見数：49件

3 市民参加の状況
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4 市民意識調査の内容
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4 市民意識調査の内容
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4 市民意識調査の内容
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4 市民意識調査の内容
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4 市民意識調査の内容
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　前文
　第１章　総則（第１条―第６条）
　第２章　環境基本計画等（第７条―第９条）
　第３章　市が講ずる環境施策等
　　第１節　環境測定等の体制の整備（第10条）
　　第２節　環境管理等の実施（第11条・第12条）
　　第３節　環境学習の推進等（第13条・第14条）
　　第４節　市民等の活動の支援（第15条）
　　第５節　報告書等（第16条）
　第４章　地球環境の保全等（第17条）
　第５章　環境審議会等（第18条・第19条）
　第６章　雑則（第20条・第21条）
　附則
　西東京市は、田無市と保谷市の合併により、今世
紀最初に誕生したまちです。
　市内には、はるか旧石器時代に始まる人々の暮ら
しの跡も散見され、農地、屋敷林、雑木林などに特
徴づけられる自然や数多くの社寺等の歴史的、文化
的遺産は、風情ある武蔵野の景観を創り上げていま
す。
　しかし、西東京市でも近年さまざまな環境問題に
直面するようになり、先人から引き継いできたこの
ような豊かな恵みにも影響を及ぼしています。社会
経済活動の拡大、都市化の進展、生活様式の変化は、
大気汚染、水質汚濁、騒音、自然破壊、廃棄物の増
加といった日常生活に身近なものから、地球の温暖
化、オゾン層の破壊、酸性雨の降下等の地球規模の
ものに至るまで、多種多様で相互に関連する環境問
題群をもたらす結果となりました。
　いうまでもなく、私たちは、健康で安心して暮ら
すことのできる恵み豊かな環境を享受する権利を有
するとともに、市民相互の理解と信頼関係の醸成を
とおして、こうした恵み豊かな環境を維持し、発展
させ、将来の世代に継承していく責務を有していま
す。
　今、私たちは、日々の暮らしや生産活動が環境に
負荷を与えている現実を謙虚に自覚し、物質的豊か

5 西東京市環境基本条例

さや利便性を追求する大量生産、大量消費、大量廃
棄の仕組みに依存した資源消費型社会から、有限な
資源を賢明に活用する資源循環型社会への転換を図
らなければなりません。さらに、人間もまた生態系
の一員であることを深く肝に銘じ、自然との共生を
指向する環境保全型のまちを築き上げていくととも
に、私たちの暮らしと世界の人々の暮らしが、地球
環境に相互に影響しあっていることを認識し、地球
規模の環境問題を解決するために積極的に協力して
いく必要があります。
　私たちは、このような認識のもと、市民、事業者
及び市が協働することによって、人と自然が健全に
共生し得る、環境への負荷の少ない市民社会を創造
していくために、この条例を制定します。
　　　第１章 総則
　（目的）
第１条　この条例は、環境の保全、回復及び創造
（以下「環境の保全等」という。）について基本
理念を定め、西東京市（以下「市」という。）、
事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、
環境の保全等に関する施策の基本的事項を定め、
これらの施策を総合的かつ計画的に推進し、もっ
て現在及び将来の市民の真に豊かな生活の確保に
寄与することを目的とする。
　（定義）
第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語
の意義は、当該各号に定めるところによる。
（１）  環境への負荷　人の活動により環境に加え
られる影響であって、環境の保全上の支障の原
因となるおそれのあるものをいう。

（２）  公害　環境の保全上の支障のうち、事業活
動その他の人の活動に基づく生活環境の侵害で
あって、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、
振動、地盤の沈下、悪臭等によって、人の健康
や動植物の生息・生育状況に被害が生じること
をいう。
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5 西東京市環境基本条例

　（基本理念）
第３条　環境の保全等は、市民が健康で心豊かに生
活できる環境を守り、より良好な環境を確保し、
これを将来の世代に引き継ぐことを目的として行
われなければならない。
２　環境の保全等は、人と自然の健全な共生を基本
として、市内に残された貴重な自然環境並びに歴
史的及び文化的環境資源を尊重することを目的と
して行われなければならない。
３　環境の保全等は、市、事業者及び市民がそれぞ
れに、又は協働することを通して、環境への負荷
の少ない社会を構築することを目的として行われ
なければならない。
４　地球環境の保全は、人類共通の重要な課題とし
て、市及び事業者の事業活動並びに市民の日常生
活の各場面において積極的に推進されなければな
らない。
　（市の責務）
第４条　市は、環境の保全等に関する基本的かつ総
合的な施策を策定し、これを計画的に実施する責
務を有する。
２　市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策の
策定及び実施に当たっては、その事業活動に伴う
公害の発生を防止するために、環境の保全等に配
慮し、環境への負荷の低減その他の必要な措置を
講ずる責務を有する。
３　市は、資源の再生利用及びエネルギーの合理的
かつ効率的利用、廃棄物の発生抑制及び適正処理、
緑の育成等を推進し、環境への負荷の低減に努め
なければならない。
４　市は、環境の保全等に関する施策について総合
的に調整し、これを推進するために関連するすべ
ての部署が横断的に協力する体制を整備しなけれ
ばならない。
５　市は、環境の保全等に関して市民及び事業者の
意見が反映されるために必要な措置を講ずるもの
とする。
６　市は、国、東京都及びその他の地方公共団体と
連携し、環境の保全等に必要な施策を積極的に推

進するよう努めなければならない。
　（事業者の責務）
第５条　事業者は、事業活動を行うに当たっては、
環境への負荷の低減その他の必要な措置を講ずる
責務を有する。
２　事業者は、事業活動に伴う公害の発生を防止す
るため、環境管理体制等の構築に自ら努めるとと
もに、公害を発生させた場合は、自らの責任と負
担において環境の回復等に必要な措置を講ずる責
務を有する。
３　事業者は、事業活動に伴う環境への負荷を低減
するため、環境の保全等に必要な技術の研究開発
を積極的に進め、必要な情報の提供に努めなけれ
ばならない。
４　事業者は、市が実施する環境の保全等に関する
施策に協力しなければならない。
　（市民の責務）
第６条　市民は、環境の保全等に関心を払い、必要
とされる知識を持つとともに、環境の保全等に向
けた行動をとるよう努めなければならない。
２　市民は、日常生活において、廃棄物の減量及び
分別、緑の育成、省エネルギー、節水、公共交通
機関の利用等を行い、環境の保全等に努めなけれ
ばならない。
３　市民は、その所有又は管理に属する土地、建物
等について常に適正な管理を行い、地域の良好な
生活環境を損なうことがないよう相互に配慮しな
ければならない。
４　市民は、市が実施する環境の保全等に関する施
策に協力しなければならない。
　　　第２章 環境基本計画等
　（環境基本計画）
第７条　市長は、環境の保全等に関する施策を総合
的かつ計画的に推進するため、西東京市環境基本
計画（以下「環境基本計画」という。）を策定し
なければならない。
２　環境基本計画は、次に掲げる事項を定めるもの
とする。
（１） 目標及び基本方針
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（２） 施策の大綱
（３） 環境配慮指針
（４） その他環境の保全等を推進するために必要
な基本的事項

３　市長は、環境基本計画を策定又は変更するに当
たっては、あらかじめ第18条に規定する西東京
市環境審議会の意見を聴かなければならない。
　（公表）
第８条　市長は、環境基本計画を策定又は変更した
ときは、速やかにこれを公表しなければならない。
　（環境基本計画との整合）
第９条　市長は、環境に影響を及ぼすと認められる
施策を策定及び実施するに当たっては、環境基本
計画との整合を図らなければならない。
　　　第３章　市が講ずる環境施策等
　　　　第１節　環境測定等の体制の整備
　（環境の測定及び監視）
第10条　市長は、環境の状況を的確に把握するため、
環境の測定及び監視の体制を整備し、環境の保全
等に関する施策の推進に努めるものとする。
　　　　第２節　環境管理等の実施
　（環境管理及び環境監査）
第11条　市長は、市の行為に係る環境への負荷の低
減を図るため、環境管理及び環境監査に必要な措
置を講ずるものとする。
２　市長は、事業者が自らの行為に係る環境への負
荷の低減を図るため、環境管理及び環境監査を実
施するよう指導その他必要な措置を講ずることが
できる。
　（環境保全のための事前調査及び配慮）
第12条　市長は、環境に著しい影響を及ぼすおそれ
のある事業について、その事業を行う者が環境に
及ぼす影響を事前に調査し、環境を保全するため
適正な配慮がなされるよう必要な措置を講ずるも
のとする。
　　　　第３節 環境学習の推進等
　（環境学習の推進等）
第13条　市は、市民が環境の保全等に関し理解を深
めるため、生涯に渡るさまざまな学習の場におい

て、環境に関する学習が継続的に推進されるよう
必要な措置を講ずるものとする。
２　市は、前項の目的を達成するため、環境に関す
る市民指導者等の人材の養成及び教材等の開発を
推進し、それらが有効に活用されるよう必要な措
置を講ずるものとする。
　（環境情報の収集及び提供）
第14条　市は、地域の環境から地球環境に至る環境
情報の収集に努めるとともに、その情報を市民及
び事業者に提供するため必要な措置を講ずるもの
とする。
２　市は、国、東京都及びその他の地方公共団体と
の交流並びに研究機関等との連携を図ることによ
り、環境の保全等に必要な科学的知見の集積に努
めるものとする。
　　　　第４節 市民等の活動の支援
第15条　市長は、市民、事業者又はこれらの者で構
成する民間団体が行う自発的な環境の保全等に関
する活動が促進されるよう必要な措置を講ずるこ
とができる。
　　　　第５節 報告書等
第16条　市長は、毎年、環境の状況その他環境の保
全等に関する施策について報告書（以下「年次報
告書」という。）を作成し、これを公表するとと
もに、年次報告書に対する市民の意見を聴くため
必要な措置を講ずるものとする。
２　市長は、前項に定める年次報告書及び市民の意
見について、第18条に規定する西東京市環境審議
会に報告し、その提言に基づき必要な措置を講ず
るよう努めるものとする。
　　　第４章　地球環境の保全等
　（地球環境の保全等のための協力）
第17条　市は、国、東京都及びその他の地方公共団
体並びに関係機関等と連携し、地球温暖化の防止、
オゾン層の保護等の地球環境の保全に必要な施策
及び広域的な取組を必要とする施策を積極的に推
進するよう努めるものとする。
２　事業者及び市民は、自らの事業活動及び日常生
活が地球環境にも影響を及ぼすことを認識し、地
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球環境の保全に積極的に努めるものとする。
　　　第５章　環境審議会等
　（環境審議会）
第18条　環境基本法（平成５年法律第91号）第44条
の規定に基づき、市の区域における環境の保全等
に関する基本的事項を調査審議するため、市長の
附属機関として西東京市環境審議会（以下「審議
会」という。）を置く。
２　審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項
について調査審議し、答申する。
（１） 環境基本計画の策定及び変更に関すること。
（２） 市の環境施策の進ちょく状況の検証に関す
ること。

（３） その他環境施策に関する基本的事項
３　審議会は、前項各号に規定する事項に関し、市
長に意見を述べることができる。
４　審議会は、第２項第１号に規定する事項の調査
審議に際しては、より多くの市民及び事業者の意
見が反映されるよう努めるものとする。
５　審議会は、次に掲げる者の中から市長が委嘱す
る10人以内の委員をもって組織する。
（１） 公募市民　４人以内
（２） 事業者　２人以内
（３） 学識経験者　２人以内
（４） 関係行政機関の職員　２人以内
６　委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。た
だし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任
期は、前任者の残任期間とする。
７　審議会に、特別の事項を専門に調査するため、
臨時の委員を置くことができる。臨時の委員の任

期は、当該専門の事項に関する調査が終了したと
きまでとする。
８　前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関
し必要な事項は、規則で定める。
　（環境保全活動等推進員）
第19条　市長は、環境の保全等に関する活動及び環
境に関する学習活動の推進を図るため、環境保全
活動等推進員（以下「推進員」という。）を置く。
２　推進員は、10人以内とし、環境の保全等に関す
る活動及び環境に関する学習活動に関心と意欲を
有する公募市民、事業者及び教育関係者の中から
市長が依頼するものとする。
３　推進員の活動について必要な事項は、市長が別
に定める。
　　　第６章　雑則
　（指導、勧告等）
第20条　市長は、環境の保全等を推進するため、特
に必要があると認めるときは、関係者に対し、説
明若しくは報告を求め、又は必要な指導若しくは
勧告を行うことができる。
　（委任）
第21条　この条例に定めるもののほか必要な事項は、
市長が別に定める。
　　　附　則
　この条例は、平成14年４月１日から施行する。
　　　附　則（平成18年３月31日条例第12号）
　この条例は、平成18年４月１日から施行する。た
だし、第18条の改正規定は、同年７月１日から施行
する。

5 西東京市環境基本条例
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【あ】

● アイドリングストップ　p.48
信号待ち等の自動車の停車中にエンジンを停止
させること。アイドリングストップにより、車
の燃料の節約、排出ガス削減につながる。

● 雨水貯留浸透施設　p.37
雨水を一時的に貯留、または地下に浸透させる
施設。設置により、河川や下水道等への雨水流
出量を抑制し、浸水被害の緩和、雨水の有効活
用等が期待される。

● エコアクション21　p.23, 73
環境省が定めた「環境経営システム・取り組み・
報告に関するガイドライン」に基づき、取り組
みを行う事業者を審査し、認証・登録する制度。
事業者の環境への取り組みを推進し、持続可能
な経済社会の実現に貢献することを目的として
いる。環境への負荷の自己チェック、取り組み
の自己チェックと環境保全計画の策定及び環境
活動レポートの公表をする。

● エコセメント　p.18, 42
生ごみ等燃えるごみを焼却してできた灰を主な
原料としてつくるセメント。1,300℃以上の
高温で焼成するため、灰の中に含まれるダイオ
キシン等の有害物質は、分解されて無害になる。
ごみを資源として有効利用できるため、ひっ迫
する最終処分場問題を解決する処理方法として
注目されている。

● エコドライブ　p.19, 56
燃費のよい自動車の運転を心がけること。たと
えば、加減速の少ない運転、早めのアクセルオ
フ、アイドリングストップ等がある。

● エコ羅針盤　p.73
ごみ減量推進課が発行しているごみの減量・資
源化やリサイクル等の推進に関する広報紙。

● 温室効果ガス　p.22, 58, 59
地表から放出された熱が、宇宙空間へと放射さ
れるのを抑え、地表面の温度を一定に保つ役割
を果たしているガス。二酸化炭素、メタン、一
酸化二窒素、フロン類等がある。人間活動によ
り、現在の温室効果ガス濃度は産業革命以前の
水準を超過しており、そのことが地球温暖化の
主な原因とされている。

【か】

● 外来種　p.38
本来その地域には生息していなかったが、人間
の活動によって他の地域から入ってきた生物。
生態系に重大な影響を与えることがあり、環境
問題の一つとして扱われる。

● 環境基準　p.19, 20, 46
健康保護と生活環境の保全の上で維持されるこ
とが望ましい基準。大気の汚染、水質の汚濁、
土壌の汚染、騒音などの基準が設けられている。

● 環境マネジメントシステム　p.23, 55, 73
組織や事業者が、その運営や経営の中で自主的
に環境保全に関する取り組みを進めるにあた
り、環境に関する方針や目標を自ら設定し、達
成に向けて取り組む際の工場や事業所内の体
制・手続き等を行う仕組み。

● グリーン購入　p.43
製品やサービスを購入する際に、その必要性を
十分に考慮し、購入が必要な場合には、できる
限り環境への負荷の少ないものを優先的に購入
すること。

●公害　p.10, 47, 48, 49, 93, 94
事業活動や人間の活動等により生じる人の健康
や生活環境に起きる被害のこと。環境基本法で
は、公害として、大気の汚染、水質の汚濁、土
壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭が

6 用語解説
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挙げられている。

● 光化学オキシダント　p.19, 46
大気中の窒素酸化物や炭化水素が太陽光線を受
けて化学反応を起こし発生する汚染物質。光化
学スモッグの原因となり、高濃度では、粘膜を
刺激し、呼吸器への影響を及ぼすおそれがある
ほか、農作物等への影響も報告されている。

● 光化学スモッグ　p.19
光化学オキシダント濃度が高くなる現象。東京
都では、光化学オキシダント濃度が0.12ppm
以上である状態になり、気象条件からみて、そ
の状態が継続すると認められるときに光化学ス
モッグ注意報が発令される。

● コミュニティバス　p.50
地域の交通需要に合わせて運行し、通常の路線
バスのサービスではカバーしきれない要望に対
応するバス。西東京市では市が事業主体となり、
「はなバス」という名称で運行されている。平
成26年１月時点で５ルートがある。

【さ】

● 再使用　p.58, 59
リユース（Reuse）とも呼ばれ、いったん使用
された製品や部品、容器等を再び使用すること。

● 再生可能エネルギー　p.22, 23, 29, 33,  
 55, 57, 73
永続的に利用することができる太陽光、太陽熱、
風力、水力、地熱、バイオマス等の化石燃料に
よらないエネルギー源の利用により生じるエネ
ルギーの総称。

● 再生利用　p.10, 94
リサイクル（Recycle）とも呼ばれ、廃棄物等
を原材料として再利用すること。効率的な再生
利用のためには、同じ材質のものを大量に集め

る必要があり、製造時に、材質の均一化や材質
表示等の工夫が求められる。

● ３Ｒ　p.18, 29, 58, 73
Reduce（リデュース：発生抑制）、Reuse（リ
ユース：再使用）、Recycle（リサイクル：再
生利用）の頭文字をとったもの。ごみを減らす
ための環境行動を表すキーワードである。

● 資源化　p.18, 29, 33, 41, 42, 43, 44, 45, 
 58, 59, 73
廃棄物を資源として利用すること。西東京市で
は、「西東京市一般廃棄物処理基本計画」に基づ
き、資源の分別徹底、新たな分別区分の検討、
適正な収集回数の維持等により、ごみの資源化
を進めている。

● 資源化率　p.41
一般廃棄物の総排出量に対する、回収された資
源の量の割合。

●資源循環型社会　p.29, 72, 93
廃棄物の発生抑制、循環資源の循環的な利用や
適正な処分が確保されることによって天然資源
の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低
減される社会。

● 親水　p.20
水にふれたり、接したりして水に親しむこと。
魚類や昆虫等との共存を目指した取り組みも親
水活動の一環ととらえられることがある。

● 生物多様性　p.3, 4, 16, 20, 28, 33, 34, 
 38, 39, 72
様々な生態系が存在すること、生物の種間及び
種内に様々な差異が存在すること。人間は、生
物の多様性がもたらす恩恵を享受している。ま
た、地域における固有の財産であり、地域独自
の文化の多様性も支えている。

6 用語解説
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【た】

●太陽光発電　p.55, 57
太陽の光エネルギーを電力に変換すること。発
電時に二酸化炭素を排出しないため、クリーン
なエネルギーである。半永久的で偏在しない太
陽のエネルギーを利用するため、石油等の化石
燃料の代替エネルギーとして期待される。

● 地球温暖化　p.3, 22, 23, 28, 29, 33, 55, 
 58, 61, 71, 73, 95
温室効果ガスが大気中に大量に放出され、地球
全体の平均気温が長期的に上昇する現象。地球
規模の気温上昇の結果、海水の膨張や氷河等の
融解による海面の上昇、気候メカニズムの変化
による異常気象の頻発等のおそれがあり、自然
生態系や生活環境、農業等への影響が懸念され
ている。

● 地球温暖化への適応　p.22, 33, 55, 61
地球温暖化対策には大きく分けて、「緩和」と
「適応」があり、適応とは、起こりうる地球温
暖化の影響に対して自然や人間社会のあり方を
調整すること。緩和とは、地球温暖化の原因と
なる温室効果ガスの排出を抑制すること。

● 地産地消　p.39
地域で生産された資源をその地域で消費する取
り組み。地域で生産された農林水産物を、生産
された地域内において消費すること等を指す。

● 低公害車　p.45, 48, 49, 58, 59
従来のガソリン車やディーゼル車と比較して、
排出ガス中の汚染物質の量や騒音が大幅に少な
い、電気自動車、天然ガス自動車、ハイブリッ
ド自動車等のこと。大気汚染対策、地球温暖化
の防止の観点から普及が期待されている。

● 低炭素社会　p.3, 21, 22, 29, 33, 55, 58, 
 73

温室効果ガスの排出が極力抑えられた社会のこ
と。環境に配慮した生活スタイルの選択、省エ
ネ製品の選択、自然を利用したエネルギーの選
択等により実現を目指す。

【な】

● 二酸化窒素（NO2）　p.19, 46
物が燃えると発生するガスである窒素酸化物の
一つ。燃焼により発生する一酸化窒素は大気中
で酸化されて二酸化窒素となる。二酸化窒素は、
人間の呼吸器に悪影響を与える。

【は】

● 発生抑制　p.10, 18, 29, 45, 73, 94
リデュース（Reduce）とも呼ばれ、原材料の
効率的な利用、製品の長期間使用等により、製
造、消費、使用等の各段階で廃棄物等となるこ
とを極力抑えること。

● バリアフリー　p.29, 52
障害者や高齢者等の社会的な弱者が、生活して
いく上で妨げとなる障害を取り除くこと。

● ヒートアイランド　p.48, 49, 61
都市部の気温が、郊外と比較して島状に高くな
る現象。人工的構造物に覆われて緑が少ないこ
と、密集したコンクリートの高層建築物の増加、
人間の生活や産業の活動にともなう人工熱の放
出等が原因となる。

● BOD（生物化学的酸素要求量） 　p.20, 46
生物化学的酸素要求量。水中の有機物が分解さ
れるときに使われる酸素の量で、水質汚濁の指
標の一つ。

● PM2.5（微小粒子状物質）　p.19, 47
大気中に浮遊している粒径2.5μｍ（2.5ｍｍ
の千分の一）以下の粒子状物質で、大気汚染の
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原因物質の一つ。気管を通過しやすく、気道よ
り奥に付着することもあるため、人体に大きな
影響を及ぼすと考えられている。

● 浮遊粒子状物質（SPM）　p.19, 46
浮遊粉じんのうち、10μｍ以下の粒子状物質。
ボイラーや自動車の排出ガス等から発生し、大
気中に長時間滞留する。高濃度では、肺や気管
等に沈着し、呼吸器に悪影響を与えるおそれが
ある。

【ま】

● 見える化　p.56, 58, 73
情報を定量的または定性的に分かりやすく提示
すること。見える化により、関係者の気づきや
問題意識等が高まることが期待される。

● 水循環　p.35, 36, 37
大気・流域・地下・水域の４つの場における水
の移動（循環）のこと。水循環には、雨水の川
や海への流れ、地下への染み込み、また水蒸気
となって雲になるといった自然の水循環、ダム

6 用語解説

による貯留と放流、農業用水、生活用水、工業
用水等各種用水の河川からの取水や排水、地下
水の利用等の人工的な水循環がある。

● 緑のカーテン　p.22, 48, 49, 61
アサガオやゴーヤ、ヘチマ等のつる性の植物を
窓の外にカーテンのようにはわせて栽培するこ
とで、日差しをやわらげ、室温の上昇を抑える
取り組み。省エネルギー効果、二酸化炭素吸収
効果、ヒートアイランドの緩和効果等が期待さ
れる。

【や】

● ユニバーサルデザイン　p.50, 52
年齢、性別、身体的状況等の違いに関係なく、
誰もが利用しやすい製品や環境等のデザイン。

【ら】

● 緑被率　p.16
ある地域における樹林地、草地、農地など、木
や草で被われている面積の占める割合。
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